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大鰐町公共施設等総合管理計画(概要版) 
計画策定の背景と第二期について 

高度経済成長期に整備された多くの公共施設やインフラが、現在一斉に老朽化を迎えている一方、少子高齢

化や人口減少により税収が減少し、社会保障費が増大するなど、自治体の財政は非常に厳しい状況にあります。 

今後、施設の更新費用が膨らむ一方で利用需要の低下が見込まれるため、現状を正確に把握しなければなり

ません。長寿命化や統廃合などを計画的に進めることで、財政負担の軽減と平準化を図る必要があります。最

終的には、将来の社会ニーズに合わせた公共施設の最適配置を実現することが求められています。 

国における「インフラ長寿命化基本計画」に基づく平成 26(2014)年の策定要請を機に本町を取り巻く多くの

課題に対し、住民と共にその課題に取り組み、より良いまちづくりの将来設計の指針として、「大鰐町公共施設

等総合管理計画」(第一期)を策定し、公共施設マネジメントを推進してきたところではありますが、指針の改

訂と計画策定から 10 年経過したことを受け、これまでの取り組み状況を評価し、新たな課題に対応するため

に「第二期大鰐町公共施設等総合管理計画」を策定しました。 

計画期間 

本計画は、公共施設等の寿命が数十年に及び、中長期

的な展望が不可欠であることから、長期的な視点に基

づき検討するものです。計画期間については、令和

8(2026)年度から令和 17(2035)年度までの 10 年間を計

画期間とします。 

人口動向 

国勢調査に基づく人口の推移は、昭和 30(1955)年に 19,692 人を記録して以降減少し、令和 2(2020)年には

8,665 人と 65 年間で 11,027 人減少(▲56%)しています。 

今後の人口は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口によると、令和32(2050)年における人口は3,642

人であり、年少人口は 5%(170 人)、老年人口は 60%(2,205 人)になると推計されています。大鰐町人口ビジョ

ン(令和 2年 3月改訂)における「4.戦略人口の達成に向けて」によると、令和 32(2050)年の趨勢人口は 2,982

人、戦略人口は 4,784 人と予測されており、若干減少傾向ではありますがおおよそ中間的な人口予測となって

います。 

※出典：「令和 2年 10 月 1 日国勢調査」並びに「国立社会保障・人口問題研究所令和 2年 3 月推計」を基に作成 
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財政状況 

【歳入】 

令和5(2023)年度の普通会計の歳入は67億

円です。その内訳は、地方交付税が 32 億円と

最も多くおよそ 5割を占め、次いで国庫支出

金が 9億円、地方税の 6億円となっています。 

歳入の推移をみると、平成 27(2015)年度～

平成 30(2018)年度には 50～55 億で推移して

いましたが、令和元(2019)年度の繰入金、令

和 2(2020)年度の新型コロナウイルスの影響

による国庫支出金、令和 4(2022)年度の繰入

金の影響を受けて増加に転じ、近年では 68 億

円前後で推移しています。 

【歳出】 

令和5(2023)年度の普通会計の歳出は63億

円です。その内訳は、投資的経費が 11 億円と

最も多く約 2 割を占めており、次いで人件費

が 10億円、物件費が 9億円となっています。 

歳出の推移をみると義務的経費のうち補助

費等は令和 2(2020)年度に新型コロナウイル

スの定額給付金等により増加しましたが、近

年は減少傾向です。また、令和 2(2020)年度に

開始した会計年度任用職員制度の影響を受

け、人件費が増加しています。 

投資的経費は年度によって幅があります

が、近年は大鰐町立診療所の整備や老朽化した機械・電気設備の改修等の影響により、10 億円前後で推移して

います。公債費は平時 6億円前後で推移していますが、平成 26(2014)年度、令和元(2020)年度、令和 4(2022)

年度は基金からの繰入金を活用した繰り上げ返済を実施したために高くなっています。 

公共施設等の状況 

１．施設等保有量の推移 

本計画で対象とする公共施設は平成 26（2014）年度末時点で 126 施設、総延床面積 83,182 ㎡でしたが、令和

5（2023）年度末時点では施設数は 97 施設となり 29 施設減、総延床面積が 78,098 ㎡と 5,084 ㎡減となります。 

※第 2 期計画作成に際し施設の纏め方を変更したため、再整理に伴う施設数の減少が一部あります。 
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２．公共施設における将来の更新等費用の見込み 

現在本町が保有する普通会計の施設のうち、建替を想定している建物を対象に将来の更新費用を試算しました。

建設後 60 年経過後に同じ規模(延床面積)で更新したと仮定した場合、30 年間総額で 198.2 億円(年平均 6.6 億

円)かかります。令和 2(2020)～令和 6(2024)年度における投資的経費の平均が年 6.3 億円であることから、年あ

たり 0.3 億円不足します。 

一方、「大鰐町公共施設個別施設計画(令和 2(2020)年 3 月)」から同期間を抽出した場合、30年間総額で 79億

円(年平均 2.6 億円)となり、長寿命化を想定しない従来型の 30 年間総額 198.2 億円と 119.2 億円の削減効果が

見られます。 

また、投資的経費の平均である 6.3 億円と比較すると 3.7 億円余剰となりますが、令和 3(2021)～令和 6 年

(2024)年度は大鰐町立診療所の建設などがあり、基金を繰り入れながら充当したため、平時より投資的経費が過

剰になっていると言えます。平時の投資的経費が令和 2(2020)年度と同水準で投資できると想定した場合、年 1.5

億円となるため、年あたり 1.1 億円不足します。 

個別施設計画にて定めた改修や修繕を適切に進捗させて予防保全に努め、できる限り長く施設を活用すること

が望まれることに加え、住民ニーズに沿わない施設の統廃合をより進める必要があります。 

対策実施で 198 億円から 119 億円の縮減が見込まれるが、更なる差の圧縮が必要 
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公共施設等の管理に関する基本的な考え方 

以下の 5つの方針を基に公共施設の管理を推進します。 

①まちづくりと連動した

公共施設管理の推進 

「第 6 次大鰐町振興計画」に掲げた【1「住み続けたい」まちづくり】、【2 子供が

のびのび成長でき、子育てしやすい環境づくり】、【3ふるさと「わがまち」づくり】

という方向性を見据え、各種計画と連携しながら、持続可能なまちづくりを検討し

ます。 

今後も住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、人口・地域・施設特性

の 3点を考慮した公共施設等の更新、維持管理及び利活用を推進します。 

②施設保有量の適正化 

全庁的な視点を持って、今後の財政状況や人口構造などに見合った適切な施設保

有量の検討を行います。類似・重複した施設の集約化または複合化を進め、利用状

況が低くかつ老朽化した施設から縮減するなどして、施設保有量の最適化を図り

ます。また、必要とされる施設については、計画的に更新します。 

③計画保全（予防保全）

による長寿命化 

公共施設やインフラ施設は個別施設計画や長寿命化計画に従い、不都合が生じて

から修繕を行う「事後保全」の維持管理ではなく、長期的な視点で計画的な修繕を

行う「予防保全」を推進し、公共施設等の長寿命化を推進します。 

④住民ニーズに対応した

施設の活用 

人口構造や社会情勢の変化などによる住民ニーズの多様化、防災対応やユニバー

サルデザイン化の推進、脱炭素等の環境に配慮した取組など、時代の要請に対応す

るため施設機能の必要性や今後のあり方について分析・検討し、地域のニーズや利

用状況等を考慮しながら公共施設の有効活用を行います。 

⑤民間活力を活かした取

組の推進 

民間企業などが有しているノウハウを積極的に活用して、サービス水準を維持し

ながら、計画的・効率的な維持管理に努め、ライフサイクルコストの縮減を図りま

す。 

計画期間における縮減目標 

① 新たな行政需要が生まれた場合は、既存施設の活用を図るものとし、やむを得ず新築する場合であっても、

必要最小限の規模とします。 

② 既存施設の更新(建替え)に当たっても行政サービスの必要水準(質)及び総量に着目し、既存施設を活用し

た複合施設を検討する。なお、建替え後の面積は、建替え前の面積を上回らないよう留意します。 

③ 公共施設の更新にかかる経費を今後 30年間で、約 18％削減することを目標とします。

計画の推進体制 

各課所管の施設を横断的に管理し、一元的な管理を行い、施設を効率的に維持管理する目的で、公共施設等マ

ネジメント推進体制を構築します。 

本計画の推進に当たっては、施設総体を把握し、一元的に管理する総括組織として「公有財産の活用等に関す

る検討委員会（事務局企画観光課（以下、「検討委員会」という。」が統括します。 

この組織は、横断的な組織として各課の調整機能を発揮し、公共施設等マネジメントの推進について計画の方

針の改定や目標の見直しを行っていくもので、検討委員会は公共施設等全体の管理を総括する公共施設等マネジ

メント統括を行います。 

本体制は次の項目を実施していきます。 

財政との連携 
効果的かつ効率的なマネジメントを実施していくためには財政部局との連携が必要

不可欠です。 

住民との協働 
住民と行政の相互理解や共通認識の形成など、協働の推進に向けた環境整備を行い

ます。 

職員の意識改革 
職員一人ひとりが公共施設等マネジメント導入の意義を理解し、意識をもって取り

組み、住民サービスの向上のために創意工夫を実践していきます。 
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